
公 募 公 告 

 

 「福井県警察職員採用募集パンフレット作成業務」について、企画提案書の提出を

求めるので、次のとおり公告する。 

 

  令和７年９月１６日 

                       福井県知事  杉本 達治 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

 (1) 企画提案書の提出を求める業務の名称 

   福井県警察職員採用募集パンフレット作成業務 

 (2) 公告業務の内容 

   受験対象者のほか、受験者層に影響力を持つ者、将来において受験対象者とな

る若年層等に対して、県警察の業務内容や活動状況を紹介し、警察への理解と認

識を深めることで、福井の治安を守る優秀な人材を集めることを目的としたパン

フレットの作成を行う。 

   なお、パンフレットの記載内容等については、別紙１のとおりとする。 

 (3) 作成部数 

   パンフレット  ２，０００部 

 (4) 上限額 

   １，１００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 (5) 履行期間 

   令和７年１１月１０日から令和８年２月２７日まで 

   なお、履行期間の始期について、企画審査等の進捗により１週間程度前後する

場合があるので留意すること。 

２ 企画提案書を提出する者に必要な資格 

  企画提案書を提出することのできる者は、福井県警察職員採用募集パンフレット

企画審査委員会（以下「委員会」という。）の審査を受ける資格（以下「受審資

格」という。）に関し、次に掲げる事項について知事の認定を受けた者とする。 

 (1) 福井県の「競争入札参加資格者名簿」の希望する項目に「広告」又は「印刷」

を掲げている業者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定す

る者でないこと。 

 (3) 受審資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でない

こと。 

 (4) 公告業務と同程度以上のパンフレット作成業務を履行した実績を有する者であ

ること。 

 (5) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）



が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい

る者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

３ 受審資格認定の申請手続等 

 (1) 受審資格認定の申請 

   企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり知事に申請（別紙２により提

出）し、受審資格の認定を受けなければならない。 

  ア 申請書類及び提出部数 

    次に掲げる事項を記載した受審資格認定申請書（以下「申請書」という。）

を１部提出 

   (ｱ) 住所又は所在地、氏名又は名称（法人その他の組織にあっては代表者の氏

名）及び電話番号 

   (ｲ) 営業概要書（申請の日における職員数、年間売上高等） 

   (ｳ) 申請の日までに履行した公告業務と同程度以上の同種又は類似業務に係る

パンフレット作成実績の詳細な履行内容及びその事実が証明できるもの 

   (ｴ) 公告業務の履行体制等（担当者の職、氏名等） 

  イ 提出方法 

    持参又は郵送すること。 

  ウ 申請期間 

    公示日から令和７年９月３０日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（以下「休

日」という。）を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで（郵送によ

る場合には、簡易書留郵便によることとし、令和７年９月３０日（火）までの

消印のあるものに限り受け付ける。）とする。 

    なお、提出後における申請書の追加及び変更は認めない。 

  エ 提出先及び問合せ先 

    〒９１０-８５１５ 

    福井県福井市大手３丁目１７番１号 

      福井県警察本部警務部警務課 

        電話０７７６-２２-２８８０ 

        内線２６４１、２６４３ 

 (2) 受審資格認定の結果通知 



   受審資格認定の結果は、書面により申請者に通知する。 

 (3) 受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明 

   受審資格の認定を受けられなかった者は、書面により、その理由について説明

を求めることができる。この場合においては、令和７年１０月１４日（火）午後

５時１５分までに、説明を求める旨を記載した書面を持参して、申請書の提出場

所に提出しなければならない。 

４ 企画提案書の提出 

  受審資格の認定を受けた業者は、次により企画提案書を提出すること。 

 (1) 提出書類 

  ア 企画説明書     ２部 

  イ パンフレット（案） ２部 

※ パンフレットの表紙については二案提出すること。 

  ウ 見積書       １部 

 (2) 提出方法 

   持参又は郵送すること。 

 (3) 提出期間 

   受審資格認定日から令和７年１０月２８日（火）までの午前８時３０分から午

後５時１５分まで（必着）とする。 

   なお、提出後における企画提案書の追加及び変更は認めない。 

 (4) 提出先及び問合せ先 

   ３(1)エに同じ。 

５ 選定等 

 (1) 選定審査の実施 

   委員会において、提出された企画提案書等に基づき審査する。 

 (2) 審査方法 

   企画提案書の選定に当たっては、提出された企画提案書の内容を総合的に審査

し、最も優れた企画提案を行った提案者を採用するものとする。なお、審査項目

及び配点は別紙３のとおりとする。 

 (3) 選定結果の通知 

   選定結果については、採否にかかわらず提案者全員に通知する。 

   なお、選定結果の異議申し立ては、一切受け付けない。 

６ その他 

 (1) この公告に係る一連の手続き及び業務の契約等に関する手続きにおいて使用す

る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 (2) 提出された企画提案書等は返却しない。 

 (3) 企画提案にかかる一切の経費は、提案者の負担とする。 

 (4) 提案者の選定に当たり、提案者に対して委員会への出席及び企画提案書の内容

についての説明を求めることがある。 

 (5) その他不明の点についての照会先 

   ３(1)エに同じ。 



別紙１ 

パンフレットの記載内容等について 

 

 

１ 作成の目的 

  受験対象者のほか、受験者層に影響力を持つ者、将来において受験対象者となる

若年層等に対して、県警察の業務内容や活動状況を紹介し、警察への理解と認識を

深めることで、福井の治安を守る優秀な人材を集めることを目的としたパンフレッ

トの作成を行う。 

 

２ コンセプト 

  躍動感がありユニークかつ斬新なイメージの誰もが憧れる格好良い警察官 

   

３ 具体的な掲載内容 

 (1) 表紙 

  ・福井県警察職員採用募集パンフレットとしてふさわしく、コンセプトに沿った

キャッチフレーズを考案し、写真、イラスト、文字の配置や大きさ等を工夫し

た、インパクトのあるものとする。 

(2) 福井県警察、福井県の紹介 

  ・ 組織概略等の紹介 

    福井県警察の組織図、県内警察署配置地図、職員数、男女比率等の数値デー

タを活用し、福井県警察の組織概略が分かる情報を掲載する。 

  ・ 警察学校紹介【見開き２ページ】 

    警察学校の教養プログラム、時間割、施設、学校長や学生からのメッセージ

等を掲載する。 

  ・ 警察官の仕事の紹介 

    地域警察・生活安全警察・刑事警察・交通警察・警備警察・警務警察の仕事

内容、働く姿、職員からのメッセージ等を掲載する。 

  ・ 警察行政職員の紹介 

    警察行政職員の仕事内容、働く姿、メッセージ等を掲載する。 

 (3) 処遇、採用試験情報の紹介 

  ・ 職員の処遇、ワークライフバランス推進の取組を紹介し、給与、昇任制度、

研修制度、休暇制度（育児、介護等）等の情報を掲載する。 

  ・ 採用までの流れ、受験申込み方法等の情報を掲載する。 

 

 

 

 

 

 



４ パンフレットの仕様 

(1) 規格 Ａ４判 

(2) 頁数 １６頁以内（表紙含む） 

(3) 用紙 マットコート紙 １１０ｋ以下 

(4) 印刷 両面カラー印刷 

(5) 仕上 中綴じ 

 

５ 協議事項 

(1) パンフレットの掲載内容は、警察本部警務課と協議して決定すること。 

(2)  撮影日数は２日程度とする。 

(3) ＣＧ合成やＡＩ（人工知能）等の使用を可能とする。 

(4) パンフレット作成業務の履行に際し、著作権上の問題が生じた場合は発注者に 

不利益が生じないよう受注者の責任においてこれを処理すること。 

(5) 本パンフレット作成に伴い撮影した写真、データ、イラスト等について、納品

後、福井県警察が自由に使用できるようにすること。 

  



別紙２ 

受 審 資 格 認 定 申 請 書 

 

                           令和  年  月  日 

 

 

 福井県知事 杉本 達治 様 

 

 

                 住所（所在地） 

                 氏名又は名称 

                 代表者職及び氏名 

                 電話番号 

                 ＦＡＸ 

 

 

 

 令和７年９月１６日付けで公告のありました福井県警察職員採用募集パンフレット

作成業務企画提案に参加する資格の認定を受けたいので、下記の書類を添えて申請し

ます。 

 なお、添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

記 

１ 住所又は所在地、氏名又は名称（法人その他の組織にあっては代表者の氏名）及

び電話番号を記載した書面 

２ 営業概要（申請日における職員数、年間売上高等）を記載した書面 

３ 申請の日までに履行した公告業務と同程度以上の同種又は類似業務に係るパンフ

レット作成実績の詳細な履行内容を記載した書面 

４ 公告業務の履行体制等（担当者の職、氏名等）を記載した書面 

 

 

  



別紙３ 

 

審査項目及び配点について 

 

 

審 査 項 目 配 点 

コンセプト 
コンセプトを明確に表現し、警察官・警察職員の仕事の

魅力を伝える内容となっているか 
２０点 

印 象 パンフレットの表紙が、印象に残るものとなっているか ３０点 

構 成 
文字や写真等の構成が、バランスを考えた見やすいもの

になっているか 
１０点 

文 章 文章がわかりやすく表現されているか １０点 

情 報 量 採用募集案内として十分な情報が網羅されているか １０点 

現 代 性 受験対象となる若年層が興味を持つ内容となっているか ２０点 

合  計 １００点 


